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古
方
派
の
君
臣
佐
使
に
対
す
る
解
釈

薬
能
表
現
に
用
い
ら
れ
る
「
君
臣
佐
使
」
の
出
典
は
、
『
神
農

本
草
経
」
や
『
黄
帝
内
経
素
問
」
で
あ
る
。
演
者
ら
は
先
の
第

五
六
回
日
本
東
洋
医
学
会
学
術
総
会
に
お
い
て
幕
末
の
考
証
医

家
森
立
之
の
所
説
を
報
告
し
、
現
在
の
中
国
・
日
本
の
「
君
臣

佐
使
」
の
解
釈
は
修
正
を
要
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
中
国
医

学
の
日
本
化
が
急
速
に
進
展
し
た
江
戸
中
～
後
期
の
臨
床
医
家

達
は
「
君
臣
佐
使
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
。
本
報
で
は

そ
の
手
は
じ
め
と
し
て
吉
益
東
洞
を
と
り
あ
げ
考
察
し
、
先
の

報
告
に
基
づ
く
古
典
の
解
釈
と
の
照
合
を
試
み
る
。

吉
益
東
洞
（
一
七
○
二
～
七
三
。
名
は
為
則
、
字
は
公
言
、

通
称
周
助
。
安
芸
広
島
の
人
）
は
古
方
派
に
分
類
さ
れ
る
が
、

そ
の
思
想
的
異
色
性
か
ら
他
の
古
方
派
と
分
け
て
考
察
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
今
回
は
、
東
洞
第
三
子
辰
扇
斎
に
よ
る
東
洞
の

71

君
臣
佐
使
に
関
す
る
東
洞
流
の
認
識
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水
野
洋
子

著
書
目
録
中
『
方
選
」
を
除
く
『
方
極
」
『
類
聚
方
」
『
医
事
或

問
』
『
薬
徴
」
『
古
書
医
言
』
「
東
洞
先
生
遺
稿
」
『
医
方
分
量
考
』

『
丸
散
方
」
『
医
断
」
『
建
殊
録
」
の
一
○
点
、
及
び
『
輯
光
傷
寒

論
」
（
以
下
「
輯
光
」
）
『
補
正
輯
光
傷
寒
論
」
（
以
下
『
補
正
」
）

を
検
討
し
た
。

処
方
と
の
関
係
で
「
君
臣
佐
使
」
或
い
は
相
応
の
語
の
記
載

が
み
ら
れ
た
の
は
、
『
類
聚
方
」
二
箇
所
、
『
薬
徴
」
三
三
箇
所
、

「
輯
光
」
五
箇
所
、
「
補
正
」
八
箇
所
、
『
建
殊
録
」
一
箇
所
で
あ

う
（
》
Ｏ

「
建
殊
録
」
に
は
付
録
の
東
洞
先
生
答
鶴
台
先
生
書
中
に
「
方

者
有
二
主
薬
主
治
一
、
知
其
二
主
薬
主
治
一
而
用
之
、
則
為
古
今

之
法
」
が
み
ら
れ
た
。
『
類
聚
方
」
に
は
桂
枝
加
苛
薬
湯
、
四
逆

湯
の
二
方
に
各
に
「
為
主
」
「
君
薬
」
の
記
載
が
あ
る
。
「
薬
徴

（
版
本
）
」
に
は
「
君
臣
佐
使
」
を
表
わ
す
記
述
が
四
九
方
に
み

ら
れ
た
。
そ
の
記
述
表
現
お
よ
び
処
方
数
は
、
「
君
薬
」
一
六
方
、

「
非
君
薬
」
一
方
、
「
為
君
」
六
方
、
「
主
薬
」
九
方
、
「
陪
其
主

薬
」
十
三
方
、
「
不
以
為
主
薬
」
三
方
、
「
為
主
」
六
方
、
「
佐
薬
」

四
方
、
「
為
佐
」
一
方
で
あ
っ
た
。
『
輯
光
」
で
は
桂
枝
之
証
の

箇
所
で
主
証
の
立
て
方
と
の
関
係
に
お
い
て
「
薬
之
君
佐
」
の
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記
載
が
あ
る
。
四
逆
湯
論
中
世
医
の
甘
草
減
量
の
考
え
方
を
批

判
し
、
「
…
如
四
逆
湯
甘
草
為
君
若
減
之
何
之
功
之
有
乎
…
」
と

主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
称
小
建
中
湯
者
非
古
義
の
箇
所
に

「
…
古
今
録
験
千
金
方
有
苛
薬
湯
名
此
湯
苛
薬
為
君
也
以
主
薬
為

名
是
古
之
法
也
故
今
従
此
二
書
」
の
記
述
が
あ
る
。
良
医
之
処

方
の
箇
所
に
は
「
君
薬
之
症
不
見
則
佐
薬
之
症
不
見
亦
不
可
用

之
是
君
佐
別
也
」
と
す
る
東
洞
の
独
創
的
と
も
い
え
る
考
え
方

が
伺
え
、
「
薬
之
君
佐
」
二
回
、
「
君
薬
之
症
」
三
回
、
「
佐
薬
之

症
」
一
回
、
「
君
佐
之
別
」
一
回
、
「
為
君
」
一
回
の
記
述
で
表

わ
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
中
風
下
利
云
々
の
項
で
は
「
君
薬
」
の

二
字
が
二
回
、
「
為
君
」
一
回
、
「
為
佐
」
一
回
、
「
君
佐
」
が
一

回
み
ら
れ
、
君
薬
と
な
る
薬
物
の
色
と
処
方
名
の
関
係
を
論
じ
、

十
棗
湯
を
例
に
陰
陽
医
の
棗
を
潤
益
剤
と
す
る
説
は
大
棗
を
君

で
な
く
佐
と
為
す
も
の
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。
『
補
正
」
凡
例

で
弟
子
藤
田
大
信
は
、
東
洞
は
『
傷
寒
論
」
を
説
く
際
方
有
り

て
証
無
き
も
の
及
び
証
具
わ
ら
な
い
も
の
は
薬
の
君
佐
を
弁
じ

傍
例
に
拠
り
そ
の
方
意
を
暁
か
に
し
た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

葛
根
黄
連
黄
苓
湯
の
論
に
は
「
以
葛
根
為
君
黄
連
為
臣
」
と
あ

り
、
『
素
問
」
を
引
用
し
「
素
問
」
の
「
君
臣
佐
使
」
の
解
釈
を

支
持
す
る
と
言
明
す
る
記
述
が
あ
る
。

『
黄
帝
内
経
素
問
」
至
真
要
大
論
に
は
「
君
臣
佐
使
」
に
つ
い

て
の
記
述
が
三
箇
所
Ｉ
（
ご
奇
之
制
偶
之
制
、
（
二
）
制
之

小
制
之
中
制
之
大
、
（
三
）
病
之
謂
君
佐
非
上
下
三
品
Ｉ
あ
る
。

『
補
正
」
で
東
洞
が
言
及
す
る
『
素
問
」
は
そ
の
（
三
）
に
依
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
薬
徴
」
中
二
方
に
は
君
薬
と
し
て
各
二

薬
物
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
臣
佐
使
薬
の
記
述
が
な
い
の
で
右

の
（
二
を
支
持
す
る
と
は
断
言
で
き
な
い
が
否
定
は
し
な
い
。

ま
た
、
今
回
検
討
し
た
文
献
の
多
く
に
、
東
洞
が
本
草
を
そ
の

使
用
目
的
に
応
じ
食
品
か
薬
品
か
分
け
て
捉
え
る
べ
き
と
す
る

主
張
が
随
所
に
み
ら
れ
、
こ
れ
は
右
の
『
素
問
」
（
三
）
に
矛
盾

１
し
か
谷
い
○

本
稿
で
検
討
し
た
文
献
に
「
使
薬
」
ま
た
は
相
応
の
語
「
為

使
」
等
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
点
、
著
者
ら
が
先
に
報
告
し
た

森
立
之
の
「
佐
使
単
言
」
及
び
「
君
臣
佐
使
本
自
二
義
」
の
所

説
と
ど
う
か
か
わ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し

て
追
究
し
て
い
き
た
い
。


